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書籍の電子化と著作権の保護
─「自炊代行」への東京地裁判決に関連して─
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Ⅰ．はじめに

　我が国において録音技術の進歩により音楽がレコード・CD化し、更にインターネットの普及
で音声の電子化でレコード業界に大きな影響を与えたのと同様に、昨今出版業界は電子書籍の出
現により、書籍の電子化が進み、今後有形無形の影響を受けるものと考えられる。
　書籍の電子化は、音声の電子化以上に、その蓄積スペースの縮小という面でも利点が多く、今
後既存の紙媒体のデータの電子化が進むものと思われる。この紙媒体のデータ化が、昨今論議を
呼んでいる書籍の「自炊」若しくは「自炊代行」であり、最近その紛争による裁判例も見られに
至っている。
　本稿では、この紙媒体の書籍の電子化である「自炊」又は「自炊代行」の実態若しくはその法
的問題・紛争例等について、その最近の裁判例を分析することで、今後の書籍の電子化の課題・
著作権の保護の問題等を論じるものである。
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Ⅱ．書籍の電子化サービスと一時的蓄積による私的複製

１．著作権の私的複製
　著作権の制限規定の一つとして、私的使用のための複製としてその第30条第１項で、個人的に
又は家庭内またはこれに準ずる範囲内で使用する場合には著作物の複製が許される１。
　即ち30条は、私的使用をする者が複製をする場合に限られ、私的使用をする者のために複製を
する場合、例えば、私的使用目的の複製の代行業の場合は含まれないが、本人と同一視できる補
助者による複製は許される２。また、複製行為は、著作物を使用する者自身が行わなければなら
ない。例えば、友人による無許諾の複製行為は、複製権を侵害する。録画代行サービス業者によ
る複製も同様である３。
　本来的に複製権とは、著作権第21条により「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」
と規定され、同法第２条１項第15号では、「複製」を「印刷、写真、録音、録画その他の方法に
より有形的に再現すること」と定義されており４、プログラムの実行に伴うコンピュータの内部
記憶装置への蓄積は瞬間的かつ過渡的なものであって「複製」には該当しないとの解釈が一般的
とされてきた５。
　一方、昨今のコンピュータの発達とインターネットの普及による新しいビジネスモデルの出現
で、インターネット上での著作権がどのように認められるのかについての議論も盛んとなってい
る。
　即ち、それは我が国では、コンピュータにおけるプログラムの蓄積が「複製」かどうかという
問題として論じられてきた。
　この議論については、我が国では「複製」には該当しないという見解が一般的であった。しか
しながら、世界の大勢としては、欧米ではこの一時的蓄積も「複製」とされており今後その調整
の必要性もあるかに思われる。ただし、こうしたネットを介した著作物等の流通については、公
衆送信権とか送信可能化権でだいたい抑えることが出来、複製の範囲を広げてもやはり複製権を
大幅に制限する必要があること、プログラムの違法複製物の使用を一定の場合には著作権の侵害
とみなす113条２項の規定が既に存在することなどからの消極論もある６。
　尤も、このような著作権違反の有無の話になるのは、著作権者でない者が、他人の著作物であ
るデータ等を送信して蓄積する場合に問題が生じるわけである。

２．電子書籍化代行サービス業
　最近このコンピュータへの一時的複製に関連して、いわゆる電子書籍化代行サービスが議論を
呼んでいる７。
　このサービスでは、客から書籍を持ち込み又は郵送してもらい、PDF化した電子データをダ
ウンロードしてもらう方式が一般的で、客から手数料を徴収することで、本来個人が自分自身で
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